宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業実施要綱
平成21年３月31日
宇佐市告示第62号
　　改正　平成24年７月５日宇佐市告示第236号
　　　　　令和３年３月31日宇佐市告示第99号
　　　　　令和３年６月29日宇佐市告示第193号
　　　　　令和４年８月29日宇佐市告示第236号

（目的）

第１条　この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し、宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業（以下「事業」という。）を実施することにより、低栄養状態の予防・改善を図るとともに安否確認を行うことで、高齢者等が住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援することを目的とする。
（実施主体）

第２条　事業の実施主体は、宇佐市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者（以下「受託事業者」という。）に事業の一部を委託することができる。
（対象者）

第３条　事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯の者及び高齢者のみの世帯の者若しくはこれに準ずる世帯の者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、親族等による適切な支援を受けることができない者とする。ただし、事業の実施による支援が必要と市長が認める者については、この限りでない。
(１)　栄養改善が必要であると認められる者
(２)　定期的な見守りが必要であると認められる者
（事業の内容）

第４条　事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(１)　高齢者等の心身の状況、その置かれている環境、介護者の状況及び介護保険サービスその他の保健福祉サービスの利用状況等の情報の収集及び分析（以下「アセスメント」という。）を行い、高齢者等の食生活の自立に必要な助言、情報提供及び次号で規定する配食サービスの利用調整を行う。
(２)　前号により受託事業者は必要と認められた高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を配達するとともに、当該高齢者等の安否を確認し、健康状態に異常があると認めるときは、関係機関への連絡等を速やかに行う（以下「配食サービス」という。）。ただし、配食サービスを利用できる回数は、「食」の自立の観点から１日１回を限度とする。
（利用の申請）

第５条　この事業を利用しようとする者（以下「利用申請者」という。）又はその家族等は、宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業利用申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。
（利用の決定等）

第６条　市長は、前条の申請があったときは、速やかに地域包括支援センターに高齢者等「食」の自立支援事業アセスメント票（様式第１号の２）によるアセスメントを依頼し、当該申請書の内容及びアセスメント結果等を基に必要性を審査し、その結果を宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業利用決定（却下）通知書（様式第２号）により利用申請者に通知するものとする。
２　市長は、前項の規定による事業の利用の決定をした利用申請者（以下「利用者」という。）を宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業（配食サービス）台帳（様式第３号。以下「台帳」という。）に登録するとともに、宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業（配食サービス）依頼書（様式第４号）により、受託事業者に通知するものとする。

（利用の変更又は廃止）

第７条　利用者又はその家族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業利用変更（廃止）届（様式第５号）（以下「変更廃止届」という。）により、市長に届け出なければならない。
(１)　申請内容に変更が生じたとき。

(２)　医療機関への入院又は施設への入所等により在宅生活が困難となったとき。

(３)　その他特別な事情が生じたとき。

２　市長は、変更廃止届の提出があったときは、台帳に記載の上、宇佐市高齢者等「食」の自立支援事業利用変更（廃止）通知書（様式第６号）により、利用者及び受託事業者に通知するものとする。ただし、利用者等の都合による一時的な変更についてはその限りでない。
（利用料）

第８条　利用者は、配食サービスに伴う食材料費等の実費を負担しなければならない。

（その他）

第９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、平成21年４月１日から施行する。
　（令和３年度における様式の特例）

２　令和３年７月１日から令和４年３月31日までの間における様式第１号から様式第６号まで（以下「事業様式」という。）の規定の適用については、事業の利用の申請、決定、変更又は廃止に必要な情報が記載されていると認められる書面にあっては、事業様式によらないことができる。
附　則（平成24年７月５日宇佐市告示第236号）
　この告示は、平成24年７月９日から施行する。
　　　附　則（令和３年３月31日宇佐市告示第99号）

　この告示は、令和３年４月１日より施行する。
　　　附　則（令和３年６月29日宇佐市告示第193号）
　この告示は、令和３年７月１日から施行する。
　　　附　則（令和４年８月29日宇佐市告示第236号）
　この告示は、令和４年10月１日から施行する。

　
